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非常変災等による引き渡し方法について（お知らせ）

新緑の候、保護者の皆様方におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申しあげます。
平素は、本校教育の推進にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。
さて、非常変災等に伴う児童の引き渡しについては、昨年度に ICT を活用した方法に変更し、

実際に引き渡しを行いました。しかし、非常変災時の停電やネット回線の混乱等によって不安定
になることや教室からの児童の移動、対応する教職員の不足などが課題となりました。
そこで、様々な状況における適切な引き渡し方法について再度検討し、下記のような方法で児

童を避難・待機させ、引き渡しを行います。状況に応じた安全で確実な引き渡しについて、その都
度連絡をさせていただきます。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。

記

１ 大雨警報、雷の場合（基本的な引き渡し方法）
⑴ 「すぐーる」（メールシステム）に加え、「しーたん放送」で引き渡しについて連絡をします。
⑵ 全児童は、体育館に移動して待機します。
⑶ 体育館のフロアの自治会ごとの場所で「引き渡しカード」に「日時と引き取り者の情報」

を記入してください。
※事前に提出していただいている名簿に記載されていない方に引き渡しを依頼される場
合は、必ず事前に電話等で学校に連絡してください。

⑷ 「引き渡しカード」を職員に渡し、児童を引き取って帰宅してください。
⑸ 連絡を入れてから一定の時間が過ぎ、体育館で待つ児童数が少人数になったら、
待機する児童の負担を減らすため、受付を児童玄関にし、待機場所を職員室横の
小会議室に移します。

２ 学年閉鎖の場合
感染症拡大防止のための学年閉鎖の場合、該当学年の児童は体育館に移動して待機

し、引き渡しは体育館で行います。

３ 洪水の場合
大雨・洪水警報が発令され、体育館や１階が浸水する可能性があると判断した場合、児

童は本館の高所に避難して待機します。その後、水が引いて保護者等の来校が可能になっ
たことを確認し、再度学校から連絡をします。引き渡しは、安全を確保することができる教室
で行います。

４ 大地震の場合
大地震が発生した場合、児童は運動場に避難します。引き渡しは、原則として運動場で行

います。雨や雪が降っているような場合には、体育館に避難し、引き渡しは体育館で行いま
す。地震の影響で体育館を使うことができないと判断した場合は、安全を確認した上で児
童は教室で待機し、引き渡しは教室で行います。

５ その他
⑴ 車の駐車は、運動場にお願いします。危険防止のため、児童や引き取り者が移動する玄
関前のロータリーには駐停車しないようお願いします。運動場で引き渡しをする場合は、校
舎側の朝礼台周辺には駐めないでください。（引き渡し待機場所になります。）

⑵ 車で帰られる場合は、安全確保のため運動場を通ってこども園側から出てお帰りくださ
い。

⑶ この件に関するお問い合わせは、はりま一宮小学校 教頭：髙井までお願いします。
電話 （０７９０）－７２－００１２


